
国別付加価値税 基準税率／花き・食料品軽減税率表　 2012/8/14

株式会社 大田花き

加藤 了嗣

確認日 基準税率
軽減税率

装飾用花き(※a)
軽減税率

食物生産用種苗
軽減税率
食料品

EU諸国

オーストリア 2012/7/1 20 10 10 10

ベルギー 2012/7/1 21 6 6 6-12

ブルガリア 2012/6/1 20 20 20 20

キプロス 2012/6/1 17 17 5 5

チェコ 2012/7/1 20 14 14 14

デンマーク 2012/7/1 25 25 25 25

エストニア 2012/6/1 20 20 20 20

フィンランド 2012/7/1 23 23 13 13

フランス 2012/6/1 19.6 7 7 5.5-7

ドイツ 2012/7/1 19 7 7 7

ギリシャ 2012/6/1 23 13 13 13

ハンガリー 2012/7/1 27 27 27   18(※1)

アイルランド 2012/6/1 23 13.5 0 0-13.5

イタリア 2012/7/1 21 10 10 4-10

ラトビア 2012/6/1 22 22 22   12(※2)

リトアニア 2012/6/1 21 21 21 21

ルクセンブルグ 2012/7/1 15 6 3 3

マルタ 2012/6/1 18 18 18   0-5(※3)

オランダ 2012/7/1 19 6 6 6

ポーランド 2012/7/1 23 8 5 5-8

ポルトガル 2012/6/1 23 23 6 6-13

ルーマニア 2012/7/1 24 24 24 24

スロバキア 2012/7/1 20 20 20 20

スロベニア 2012/7/1 20 8.5 8.5 8.5

スペイン 2012/7/1 18 8 8 4-8

スウェーデン 2012/7/1 25 25 25 12

英国 2012/6/1 20 20 0 0

その他

スイス 2012/1/1 8 2.5 - 2.5

ノルウェー 2012/1/1 25 14 - 14

米国（ニューヨーク市）※４ 2012/1/1 8.875 8.875 8.875   0(※5)

中国 2012/1/1 17 17 17 13

※a   園芸用の植物・植木・庭木・球根・根等の苗（但し飼料用のものを除く）および切花・観葉植物（但し人工の造花やドライフラワーを除く）

　　　Part 5 of Schedule 3 (in accordance with Article 122), Value-added tax consolidation act 2010, Government of Ireland

※１　主要食材のみ軽減税率適用。

※２　乳児食のみ軽減税率適用。

※３　一部菓子のみ5%適用。

※４　付加価値税でなく小売売上税（流通段階で再販目的の仕入は無税となる。）

※５　基礎的食材のみ。
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